第１号様式
令和８年（2026年）　　月　　日
尼崎市信用保証料補助金対象事業者確認申請書
尼　崎　市　長　　様
名　称（法人名・屋号）　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者（肩書・氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　
尼崎市信用保証料補助金の対象事業者としての確認を受けたいので、同補助金交付要綱実施要領第２条第１項の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。
また、要領第２条第２項の規定により、宣誓・同意事項欄各号のいずれにも宣誓又は同意し、虚偽の宣誓を行った場合又は同意した事項に違反した場合は、補助金対象外事業者となることを了承し、既に補助金の交付を受けている場合は速やかに市長に返還します。
	市内の主たる
事業所の所在地
	尼崎市

	本店登記が市外の場合の所在地
	( 法人のみ )

	宣誓・同意事項
	宣
誓
	⑴　対象事業者としての確認を受ける要件を満たしていること。
⑵　要領第２条に規定する提出書類に虚偽がないこと。
⑶　納付すべきすべての尼崎市税に未納がないこと。
⑷　尼崎暴力団排除条例を遵守すること。
⑸　補助金の※無資格受領又は不正受領等が発覚した場合には、要綱第11条に従い補助金の返還等を遅滞なく行う義務を負うほか、申請者の法人名、屋号、氏名等の公表等の措置がとられる場合があること。

	
	同
意
	⑹　申請者に関するすべての尼崎市税の納税状況を尼崎市が調査し、確認書の発行に係る審査等に利用すること。
⑺　対象事業者としての確認にあたり、尼崎市が公簿や関係機関で必要な情報を確認すること。
⑻　提出した書類等について、対象要件の充足性を判断するために尼崎市が申請者の情報等を第三者に提供するまたは第三者から取得する場合があること。
⑼　第４号の事項に関連して、尼崎市から役員名簿等の必要資料の提出を求められたときは、速やかに提出すること。
⑽　要領の規定に従うこと。

	申請担当者
	部　署
	
	氏　名
	

	
	連絡先
	電　話：
	

	
	
	メール：
	


※無資格受領…申請が交付要件を満たさないにも関わらず補助金を受領することをいう。
不正受領　…偽りその他不正の行為（詐欺、脅迫、贈賄その他の刑法（明治40年法律第45号）各条に規定するものをいう。）に触れる行為のほか、刑法上の犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に書類等に虚偽の記入を行いまたは偽りの証明を行うことにより、本来受けることができない補助金の交付を受けることをいう。
	申請者業種
	該当する業種１つ（Ａ～Ｔ）に○（複数の場合は主たる業種に○）
Ａ

農業、林業
Ｋ
不動産業、物品賃貸業
Ｂ
漁業
Ｌ
学術研究、専門・技術サービス業
Ｃ
鉱業、採石業、砂利採取業
Ｍ
宿泊業、飲食サービス業
Ｄ
建設業
Ｎ
生活関連サービス業、娯楽業
Ｅ
製造業
Ｏ
教育、学習支援業
Ｆ
電気・ガス・熱供給・水道業
Ｐ
医療、福祉
Ｇ
情報通信業
Ｑ
複合サービス事業
Ｈ
運輸業、郵便業
Ｒ
サービス業（他に分類されないもの）
Ｉ
卸売業、小売業
Ｓ
公務（他に分類されるものを除く）
Ｊ
金融業、保険業
Ｔ
分類不能の産業
Ｔの業種または上記のいずれに該当するか判断が困難な業種の場合は、下欄に主たる事業内容をご記入ください。（兵庫県信用保証協会の保証対象業種に限ります。）


	借入（予定）額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	融資の主な使途
( 該当に✔ )
	□ 事業継続（一時的な資金不足等）
□ 事業拡大（設備・機器・システム等の購入）
□ 事業拡大（物件・不動産の購入）
□ 事業拡大（その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□ 新規事業への進出
□ 借換

	添付書類
( 該当に✔ )
いずれも写し可
	□ 履歴事項全部証明書（法人の場合。発行後６ヶ月以内）
□ 確定申告書類（事業所所在地記載のもの）
□ 建物登記事項証明書
□ 建物賃貸借契約書
□ 事業に関する許認可証等（事業所所在地記載のもの）
□ 開業届（税務署の受付記録があるもの）
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


裏面も必ずご記入ください








